
船舶事故等調査報告書 

平成２７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第１３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１２月１５日 １９時００分ごろ 

発生場所 熊本県天草市御所浦
ご し ょう ら

島北西方沖（中
なか

瀬戸） 

 中瀬戸橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位２９０°１３０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２０.８３′ 東経１３０°２０.４５′） 

事故等調査の経過  平成２７年１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第八漁
ぎょ

栄
えい

丸、７.３トン 

 ＫＭ２－３７７８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷、船首部のキールに亀裂等 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、船長が、中瀬戸最狭部に架かる中

瀬戸橋下の西側可航水域を通航しようとして‘可航水域中央付近の中

瀬戸橋上に設置されている街灯’（以下「本件街灯」という。）を船首

目標とし、約８～９ノットの対地速力で手動操舵により南南西進して

いたところ、平成２６年１２月１５日１９時００分ごろ‘中瀬戸橋中

央部付近の直下にある岩礁’（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げ

た。 

 本船は、船長が乗り揚げたことを家族に連絡し、潮が満ちるのを待

って来援した僚船に引き下ろされ、自力航行して定係地へ戻った。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

月没時刻：１２時３７分ごろ 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

 中瀬戸橋下には、本件浅所の西側と東側に可航水域があり、船長

は、中瀬戸の航行経験が豊富であり、本件浅所や付近の水深をよく知

っていたので、ふだん、西側可航水域を通航する際は、本件街灯を船

首目標として目視のみで航行していた。 

 船長は、本事故時、レーダーを０.５海里レンジで作動させていた

ものの、針路を確認したり、物標との距離計測などを行っておらず、

また、ＧＰＳプロッターを作動させていなかった。 

 船長は、本船が本件街灯に向かう針路で航行しているつもりでいた

が、本事故後、進路が左方へ外れて航行したものと思った。 



分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、中瀬戸を南南西進中、船長が、本件街灯を船首目標とし、

ふだんどおりに航行しているものと思い、船位の確認を行っていなか

ったことから、本件浅所に向かって航行していることに気付かず、本

件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、中瀬戸を南南西進中、船長が、本件街灯

を船首目標とし、ふだんどおりに航行しているものと思い、船位の確

認を行っていなかったため、本件浅所に向かって航行していることに

気付かず、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行に慣れた海域であっても、目視のみに頼らず、ＧＰＳプロッ

ターやレーダーを活用して船位を確認すること。 

 


